
仕 様 書 

 

 小高区役所の非常用発電機更新業務委託について、次のとおり必要事項を定める。 

１ 業務名 

   小高区役所非常用発電機更新業務委託 

２ 工事個所 

   南相馬市小高区役所（南相馬市小高区本町 2丁目 78） 

３ 履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

４ 非常用発電機仕様内容 

（１）別紙参考仕様書のとおり。 

※発電機の規格について、参考仕様書における規格または同等のものとす

る。 

５ 提 出 物 

（１）作業計画書 

（２）着工届 

（３）完了届 

（４）竣工図書(業務写真） 

（５）その他市長が必要と認めるもの 

６ そ の 他 

（１）本仕様にない事項については、係員と協議のうえ決定するものとする。 

（２）受注者は、本仕様書に疑義の生じた場合はその都度、発注者と協議しその

指示に従うこと。 

（３）作業は、受注者が責任を持って行うこと。 

（４） 作業において、小高区役所を利用する市民及び職員の安全に配慮すること。 

（５）南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配

慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。 
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乾 燥 質 量 2700
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